
会則

第1章　総則
第1条
本会は、北海道函館稜北高等学校同窓会と称し、事務局を函館市に置く。また、会員の在住が多い札幌市に支部
を置く。
第2条
本会は、会員相互の親睦を図ることを目的にする。また、母校のメモリアルルームを設置している北海道函館高
等支援学校との良好な関係を構築していくこととする。

第2章　事業
第3条
本会は、前条目的達成のため、次の事業を行う。
(1)総会の開催
(2) 教育支援のための事業
(3)会員名簿の作成並びに会報の発行
(4)その他必要と認める事業

第3章　会員

第4条
本会は、次の会員で組織する。

(1)正会員　　本校卒業生
(2)特別会員　旧校旧職員

第4章　役員及び選出

第5条
本会に名誉会員を置く。
本会に次の役員を置き、会務を執行する。

(1)会長　1名　正会員中より選出し、総会において承認を得た者。
(2)副会長　若干名　正会員中より会長が選任する（うち1名は札幌支部長とする）
(3)幹事長　1名　正会員中より会長が選任する。
(4)副幹事長　若干名　正会員中より会長が選任する。
(5)幹事　幹事　各期より選出し、役員会にて承認する。
(6)会計　1名　正会員中より会長が選任する。
(7)監査　2名　正会員中より会長が選任する。ただし、前記役員とは兼任できない。
(8)顧問　若干名　会長経験者および役員会において推薦し会長が之を委嘱する。

第6条
役員の任期は2年とする。但し、再任は妨げない。また役員が欠けたときは適宜に補充し、任期は、前任者の残
任期間とする。

第5章　役員の職務
第7条



役員の任務は次のとおりとする。
（1）会長　会務を総括し、本会を代表する。
（2）副会長　会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。
（3）幹事長　会長を補佐し、会務全般の処理にあたる。
（4）副幹事長　幹事長を補佐し、会務を処理する。幹事長事故ある時は、その職務を代行する。
（5）幹事　正副幹事長の指示により、各々分担して会務を担当する。また各期会員相互の連携を図る。
（6）会計　会の会計の任務を遂行する。
（7）会計監査　本会の業務及び財産状況を監査し、会計の正常な運営を図る。

本会の会議は、総会・臨時総会・役員会・幹事会とする。
（1）総会　年１回定期総会を開き、会務報告、予算・決算の承認、役員の改選等を行う。ただし、臨時総会

は、必要に応じて会長が招集する。
(2)役員会　会長、副会長、幹事長、副幹事長、会計で構成し、会の事業計画・予算立案・その他必要事項を

協議・議決する。
(3)幹事会　役員会で議決した内容に関して協議し、会の運営を図る。

第9条
総会の議決は、出席会員の過半数の同意を必要とする。

(4)総会の議長は、会長がこれに当たる。会長に事故があるときは、当該総会で議長を選出する。

第7章　会計
第10条
 本会の経費は正会員の終身会費（稜北財団）・寄付金・その他の収入をもって、これにあてる。
第11条
本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

第8章　補助
第12条
会長の命により同窓公務のため、出張する役員および会員に旅費を当会より補助する。
第13条
役員会に所定の申請書の提出があり、同窓会役員会において、予め承認を得た各部活のOB会活動や卒業生
が中心となって活動する団体や組織に対し、年1回30,000円を上限に補助することができる。

第6章　会議

第8章



第9章　雑則
第14条
同窓会事務局に連絡等をする場合は同窓会公式ホームページに記載のある連絡先とする。

公式ホームページURL：https://ryohoku.com/

付則

本会則は、平成28年6月18日から施行する。
本会則は、令和7年1月3日改正




